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１．ガイドライン策定にあたって　
〇学校部活動は、スポーツや文化芸術活動に興味・関心のある同好の生徒が、自主的・自発的に参加し、体力や技能の向上を図る目的以外にも、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に寄与してきた。あわせて、学校部活動を通して、生徒が豊かな人間関係を築くとともに、生涯にわたってスポーツや文化芸術に親しむ態度を育み、充実した学校生活を送るために生徒指導面においても大きな役割を果たし、生徒の生きる力を育むことにおいて大きな効果を発揮してきた。
〇少子化に伴う部員数の減少はもとより、生徒のニーズが多様化する一方で、顧問となることができる教職員数、部活動時間の減少などにより、学校単位で部活動を実施することが困難となっている。
〇これまで中津川市では、休日の学校部活動を総合型地域スポーツクラブや保護者会などの協力を得て実施してきた。そうした既存の団体を活用しながら学校部活動を地域クラブ活動として実施することが最良の方法と考える。
〇中津川市地域クラブは、「地域の子供たちは学校を含めた地域で育てる」という意識の下で、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情に応じ、スポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することを目指すものである。岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン（以下「岐阜県ガイドライン」という。）参照
〇これらのことを踏まえ、中津川市教育委員会では今後、子どもたちが活動したいことを自ら選択し、生涯スポーツおよび生涯学習の一環としての活動や体験機会を確保することを目指し、中津川市地域クラブガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）を策定することとした。本ガイドラインは、中津川市教育委員会が認定する地域クラブ活動の運営や望ましい在り方等についての考え方を示すものである。

２．基本方針　
〇中津川市地域クラブは、生徒の生きる力を育成するとともに、スポーツや文化および科学等に親しませ、学習意欲や責任感、連帯感の涵養等に資する運営・指導に徹することにより、生徒の個性や能力の伸長を図る活動である。
〇中津川市地域クラブは、学校部活動の教育的意義を継承・発展させながら行うことから、中学校との連携を図るとともに、本ガイドラインを遵守し、適切に活動を行う。

３．中津川市教育委員会について　
（1） 中津川市地域クラブ活動の支援
中津川市教育委員会は次の内容について相談、支援、連携等の業務にあたる。
1 クラブの設立に関する支援
2 施設、備品等について各中学校との連携、相談
3 地域の各スポーツ協会や連盟、社会教育団体等との連携や協力依頼
4 登録するクラブの一覧表の作成と生徒、保護者への配布、広報活動
5 中津川市の補助金に関する事務
（２）クラブ代表者と事務局による担当者会の実施
　　年に一度、事務局が主催する担当者会を実施し、中学生への適切な指導、怪我や事故防止、事務手続きについての説明会を開催する。クラブ代表者は必ず参加すること。
（３）指導者講習会の実施
　　スポーツ・文化活動に関わるクラブ指導者、保護者等を対象とした講習会や県が実施する指導者育成研修会への参加を促していく。

４．登録するクラブについて
（１）登録するクラブについて
　　中津川市地域クラブとは、中津川市内で活動し、スポーツ・文化芸術活動を通じて生徒の健全育成を図る団体をいう。中津川市地域クラブには以下のいずれにも該当するクラブが登録する。
①　中津川市内において、中津川市地域クラブの基本方針に沿った活動を行う団体
②　中津川市内に住所を有する生徒が所属する団体
③　継続的に活動を行う団体
④　参加を希望する生徒が誰でも参加できる団体
⑤　代表者、指導者及び会計担当者を備えた団体
⑥　政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体
⑦　家族等のみで構成されず、公共性を持つ団体
⑧　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員を構成員に持たない団体
（２）クラブ構成員について
　　中津川市地域クラブに登録する生徒は、中津川市立中学校に在籍している生徒とする。ただし、岐阜県内近隣市町村の中学校に在籍している生徒も参加することができる。
（３）登録するクラブ代表者について
　　中津川市地域クラブの登録クラブに在籍する生徒の保護者、または、各種協会・連盟員、社会教育団体員、クラブ指導者のうちからクラブ代表者を置き、次の役割を担う。
　　①クラブの運営と管理の責任
　　②適切なクラブ会費の設定と管理
　　③活動場所の予約と調整
　　④教育的意義をふまえたクラブ活動の推進（本ガイドライン遵守）
（４）登録するクラブ指導者について
　　①中津川市地域クラブの登録クラブに在籍する指導者は、岐阜県教育委員会が主催する「指導者講習会」を受講し、岐阜県スポーツ協会が発行した「指導者ライセンス」を取得するよう努める。登録クラブは「指導者ライセンス」を取得している者を１名以上確保するよう努める。
　　②中津川市地域クラブの登録クラブに在籍する指導者は、中津川市教育委員会に指導者登録された者とする。（原則２名以上）「中津川市地域クラブ登録申込書（様式１）」にて登録する。
　　③指導者の指導方法が「参加者の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶すること、生徒との十分なコミュニケーションを図り、適切な休養、過度の練習の防止等の内容」から大きく逸脱するとき、その他指導者の責めに帰す理由により登録を継続することが適当でないと認めるときは、中津川市教育委員会が登録を解くことができるものとする。
（５）中津川市地域クラブの活動場所の予約業務、活動時間、指導及び月会費の設定について
　　中津川市地域クラブの活動場所については、それぞれの団体の代表者において施設の予約業
務をする。その際、学校施設、公共施設については減免措置が適用される。
　　生徒の心身の成長に配慮して健康に生活を送れるよう、週２日以上の休養日を設定し、活動
時間は、平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内とし、週当たりの活動時間
は１１時間程度の範囲内とすること。
月会費を設定して運営されることが予想されるが、月会費の額は保護者の大きな負担となら
ないようなるべく低く設定することが望ましい。
（６）登録クラブにおける生徒と指導者の事故及びケガへの対応について
　　中津川市地域クラブで活動する生徒及び指導者は、必ず自身の怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険に加入すること。
保険の費用はクラブ、あるいは個人で支払うこととする。
　　中津川市地域クラブの活動中に事故や怪我が発生した場合は、クラブ代表及びクラブ会員が受傷者への対応を最優先するとともに、該当生徒の保護者へ早急に連絡をする。上記のような事案を想定し、クラブ活動は指導者を含め大人が複数名存在した中で実施するようにする。

５．中津川市立各中学校について　
（１）情報の共有
　　学校の定期テストの日時、中学校体育連盟の情報、法定伝染病の発生状況などの情報を提供し、クラブとの連携を図る。
（２）クラブとの連携
　　生徒の状況等について、中津川市教育委員会および各指導者との連携を密にするよう努める。中学校体育連盟に係る指導および指導者との連携を図る。
（３）クラブへの協力と生徒の活動支援
　　中津川市教育委員会との連携のもと、クラブが体育館の施設や備品、運動場施設を使用することに協力するとともに、生徒の活動について支援に努める。

６．中津川市地域クラブへの申し込みについて　
（１）登録申し込みについて
　　中津川市地域クラブへの登録を希望するクラブは、別に定める「中津川市地域クラブ登録申込書（様式１）」を中津川市教育委員会へ提出する。（メールまたは直接提出する）
　　その後「中津川市地域クラブ登録メンバー表（様式２）」と「クラブ規約（様式３）」を提出する。（メールまたは直接提出する）
　　クラブの登録期間は１年間を原則とし、毎年度登録手続きをする。中津川市地域クラブへの登録を取り消す場合は、「中津川市地域クラブ登録取消届（様式４）」をまた指導者、代表者が変更となった場合は「中津川市地域クラブ登録変更届（様式５）」を提出する。
（２）補助金申請について
　　補助金等の申請を行う場合、クラブは補助金交付要綱に記載された必要書類（様式６～９）
を添付し提出する。
補助金の内容については、担当者会において説明する。

７．その他　
　本ガイドラインは必要に応じて改訂する。
本ガイドラインで示す各種様式については以下の通りである。
様式１　登録申込書
様式２　登録メンバー表
様式３　クラブ規約
　様式４　登録取消届
　様式５　登録変更届
　様式６　事業計画書
　様式７　事業報告書
　様式８　収支予算書
　様式９　収支決算書
様式あ　クラブ参加申込書
様式い　参加取消書　



